
9月定例会は、報道等でご承知の方も多いと思いますが、自由民主党県議団が提出した「埼玉県虐待禁止条例

の一部を改正する条例」は、委員会審査を通過したあとに撤回という事態となりました。そして、知事から提出され
た議案については原案通り可決となりました。補正予算の主なものは以下になります。

〇高齢者・障がい者施設等における新型コロナウイルス感染症対策の支援継続費
〇企業版ふるさと納税を活用したeスポーツの普及・裾野拡大事業費
〇公共事業の追加・適正工期の確保に係る費用
など、一般会計の補正予算額は１６５億１，０５７万９千円
既定予算との累計額２兆２，４５９億８，９４５万８千円となりました。

企業版ふるさと納税を活用したeスポーツの普及・裾野拡大については、所属の総務県民生活常任委員会で審

査しました。高校生が参加するトレーニングキャンプを開催する予定とのことなので、事業内容の詳細や予算の内
訳、参加者の募集・選抜方法など質疑しました。

令和５年９月定例会
埼玉県議会９月定例会は、9月22日㈮から10月13日㈮まで開会されましたのでご報告いたします。

～埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例は撤回～
「埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例」が自由民主党県議団より提案されました。 同条例は、小
学校3年生以下の児童の養護者について、罰則規定はないものの、住居等に児童を残して外出することを
禁止し、小学4年～6年生については努力義務を課すものでした。

 また、虐待を受けた児童を発見した場合、速やかに通報・通告すること、待機児童対策等の施策を講じ
ることも規定しています。
 私が所属する会派・無所属県民会議は、相次ぐ子どもの車中置き去り等
を防止する趣旨や理念には賛同するものの、改正案では小学3年生以下
の児童だけでの登下校、高校生（18歳未満）の兄姉が小学3年生以下の
弟妹を一緒にお留守番をすることなどを広く禁止するもので、このままでは
幅広い「家庭」が虐待となりかねず、混乱を招きかねない、子どもの成長を
阻害しかねないとして、委員会審査において原案に反対、修正案を提出しま
した。 しかし、賛成少数となり否決され、原案が自民党・公明党の賛成により
委員会審査を通りました。
その後、13日閉会日において、自由民主党県議団より、「条例が運用される
にあたってはその趣旨が十分に理解され広く社会に受け入れられる必要があるため」等との理由により、
議案を撤回したい旨の申出があり、承認されました。
様々な媒体で報道され、県民の皆様が不安や反対の声をあげてくださったり、署名活動等を行ってくだ
さったことが、撤回に繋がったと思います。会派のホームページや私のホームページ、直接お会いした
方々等、これまでにないくらい多くのご意見をいただき、皆さんの想いを届けるべく働きかけました。
今回の件で、県民目線・市民目線で施策を進めることの大切さを再認識しました。県議会は遠いところと
思わずに、引続き関心を持っていただけると嬉しいです。子育てしやすい埼玉県になるよう頑張ります！
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いつもありがとうございます。あっという間に今年も終わっていきそうなくらい、時
間の経過が早いです。朝晩は肌寒さを感じるようになったのでお互い体調管理には気を
付けましょう。
さて、今号は9月定例会や来年度予算要望などについてご報告いたします。



令和６年度予算要望提出

１０月１３日に、政策提言に繋がる事項を中心に「令和6年度 埼玉県予算編成に関する要望書」を取り
まとめ、知事に提出しました。今回は政調会長として知事に口頭で説明もしました。
県政全般に関わる事項２１８項目、各地元要望１４３項目、合計３６１項目。
以下を３本の柱として構成しました。
〇子どもや障がい者等、社会的に弱い立場にある方々への支援
〇激甚化する自然災害等、各種危機対応能力の向上
〇県の更なる発展に寄与する人材育成の推進

川口市に関するものは市からいただいたもの含め以下になります。
●保育士宿舎借上補助事業の拡大
●私立幼稚園事務費交付事業の創設
●埼玉県市街地再開発促進事業費補助金
●上谷沼調整池や旧芝川などの適切な時期の除草と回数の増加
●屋内50メートル水泳場については、市と密に連携を図りながら進めること
また地域住民への説明も適宜行うこと

ひとつでも多く実現できるよう粘り強く取り組みます！

埼玉県では、採用選考試験の一部を大学3年次に受験可能とすることで、4年次の負担を軽減し大学生

が受験しやすい環境を整えること、学生の受験機会を増やし、本県教員志願者の早期確保を図ることを目
的とし、令和6年度実施埼玉県公立学校教員採用選考試験において、大学3年生も第1次試験の一部科目
を受験できるようにします。
対象となる区分は、小学校等教員・中学校等教員・高等学校等教員・特別支援学校教員・養護教員・栄
養教員です。
試験の概要は、大学3年次の受験者に対して第1次試験の「一般教養・教職科目」（筆答試験）を実施し、
一定以上の成績を収めた受験者を「選考通過者」とし、「選考通過者」に対して大学4年次に「専門分野」
（筆答試験）を実施し、合格者について第2次試験を実施することとします。
試験日は、令和6年7月7日（日）です。

大学3年生を対象とした教員採用選考試験
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